
アーカス・インベストメント・リミテッドがエー・ディー・ワークス＜
3250＞株式の大量保有報告書を提出

エー・ディー・ワークス＜3250＞について、アーカス・インベストメント・リミテッドが12月26日付
で財務局に大量保有報告書（5%ルール報告書）を新規提出した。

提出理由は「発行者に対して支配を及ぼす意図のない顧客（多数）の消極的投資の為の購入」によるも
の。

報告書によると、アーカス・インベストメント・リミテッドのエー・ディー・ワークス株式保有比率は
、9.10%と新たに5%を超えたことが判明した。

報告義務発生日は、2012年10月17日。


